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福 祉 部 障 害 福 祉 課 

 

心身障害者緊急一時保護事業の実施について 

 

１ 目的 

在宅で障害者の介助を行っている家族が新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院等に

よる隔離措置が取られた場合、残された障害者（以下、「要保護障害者」という。）の安全

な生活の確保が課題となっている。 

要保護障害者の食事や排せつ等の日常的な介助や、障害特性に応じた適切な支援を行い、

ご家族が安心して治療に専念できるよう、要保護障害者の保護及び見守り対応を行う。 

 

２ 概要 

⑴ 実施方法 

区内障害者施設を運営する法人と協定を締結し、要保護障害者が発生した場合には、

法人が運営する施設内の短期入所を借り上げ、保護及び見守りのための居室を確保する。 

また、区内生活介護事業所（３事業者）及び区立障害福祉サービス事業所（２事業者）

を運営する事業者と協定を締結し、当該事業所において要保護障害者が発生した際には、

日中支援のための職員派遣を依頼し、人員の確保を行う。 

⑵ 対象者 

原則 18歳以上の文京区在住の障害者で次の条件を満たす方 

ア 同居家族が新型コロナウイルス感染症の罹患による入院等で、介助者が不在であ

ること 

イ ご自宅等で、単身で生活をすることが困難なこと 

⑶ スケジュール（予定） 

令和２年 ９月  関係事業者協定締結・事業周知 

１０月～ 事業開始 

 

３ その他 

要保護障害者は、濃厚接触者に該当する可能性が高いことから、本事業実施に当たって

はＰＣＲ検査を実施し、保健所から助言を受け、動線の確保、生活空間等の区分け等、安

全安心に最大限配慮する。 


